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（地方創生臨時交付金）
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○予算額：１兆円（コロナ予備費0.8兆円＋既定予算0.2兆円）

○交付対象：都道府県及び市町村

○対象事業：

○算定方法：人口や感染状況等を基礎として算定

※１兆円のうち0.8兆円を先行して交付

（生活支援）

コロナ禍において原油価格や物価高騰に直面する

生活困窮者等生活者の負担軽減に資する支援事業

【取組例】
・ 生活に困窮する方々の生活支援
（住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の横出し支援）

・ 学校給食費等の負担軽減
・ 子育て世帯の支援
（子育て世帯生活支援特別給付金への上乗せ）

新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦
(コロナ禍における原油価格・物価⾼騰対応分)の創設

地方公共団体が、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた
生活者や事業者の負担の軽減を、地域の実情に応じ、きめ細やかに実施できるよう、新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を創
設する。

（産業支援）

コロナ禍において原油価格や物価高騰による影響

を受ける事業者の負担軽減に資する支援事業

【取組例】
・ 農林水産業者や運輸・交通分野をはじめとする
中小企業者等の支援
（事業者に対する燃料費高騰の負担軽減・経営支援）
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◆ 事業継続等
・ 事業者に対する燃料費⾼騰の負担軽減（価格を転嫁する場
合の影響緩和を含む）
・ 事業者に対する電気・ガス料⾦を含む公共料⾦補助
・ 仕⼊価格上昇等により収益が減少した事業者に対する経営⽀援
・ テナントに対する家賃などの固定費⽀援
・ 中⼩企業等の資⾦調達コストの低減（利⼦補給、信⽤保証
料補助等）
・ 再⽣可能エネルギーの導⼊に向けた⽀援
（農林⽔産）
・ 漁業者、農林業者に対する経営⽀援
・ 漁業者、施設園芸農家、⽊材加⼯事業者の省エネ機器の導⼊⽀援
（運輸・交通）
・ 鉄道・バス・タクシー・旅客船・航空など地域公共交通の経営⽀援
・ 地域の物流の維持に向けた経営⽀援
（観光）
・ 宿泊事業者・旅⾏業者・観光関連産業に対する経営⽀援
・ 観光バス利⽤促進等の観光バス事業者に対する経営⽀援
（⽣活衛⽣）
・ 飲⾷業、理・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業などの事業者に対
する経営⽀援

新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦（コロナ禍における原油価格・物価⾼騰対応分）
の活⽤が可能な事業（例）

総合緊急対策（令和４年４⽉26⽇原油価格・物価⾼騰等に関する関係閣僚会議）において、地⽅創⽣臨時交付⾦のうち「コロナ
禍における原油価格・物価⾼騰対応分」により「地⽅公共団体が実施する、⽣活に困窮する⽅々の⽣活⽀援や、学校給⾷費等の負担
軽減など⼦育て世帯の⽀援、また、農林⽔産業者や運輸・交通分野をはじめとする中⼩企業者等の⽀援といった取組をしっかりと後押し
する。」とされており、コロナ禍において原油価格・物価⾼騰に直⾯する⽣活者や事業者に対して、⾃治体が実施する事業（各府省のコロ
ナ関連の制度に対する上乗せや横出しを含む）に幅広く活⽤することが可能です。
本表は、コロナ禍において原油価格・物価⾼騰に直⾯する⽣活者や事業者の⽀援を主たる⽬的とする活⽤可能な事業の⼀部をまとめ
たものであり、「コロナ禍における原油価格・物価⾼騰対応分」の交付対象は本表記載の事業に限りません。各⾃治体の判断により、地域
の実情に応じて必要な取組を⾏ってください。

事業者⽀援に関する事業⽣活者⽀援に関する事業
◆ 雇⽤維持・雇⽤機会の確保、困窮者⽀援等
・ ひとり親家庭をはじめとした⼦育て世帯、家計急変学⽣・⽣徒、
に対する給付⾦の⽀給
・ ⽣活困窮者や低所得者に対する給付⾦の⽀給
・ ⽣活者に対する電気・ガス料⾦を含む公共料⾦の負担軽減
・ 住まい確保困窮者に対する⽀援
・ 住宅ローンの返済猶予に関する⾦融機関に対する⽀援
・ 失業者・内定取消者・派遣労働者・学⽣等に対する⽀援
・ 在留外国⼈労働者等に対する就労⽀援
・ 障がい者、保護観察対象者等に対する就労⽀援
・ 特別⽀援学校の舎⾷費の利⽤料の負担軽減
・ 学校給⾷等の負担軽減など⼦育て世帯に対する⽀援
・ 公⽴⼤学・専修学校の授業料等減免に係る⽀援
・ 私⽴⾼校授業料の実質無償化の対象外⽣徒に対する授業料
軽減に係る⽀援
・ 地域経済の活性化と⽣活者⽀援を⽬的としたプレミアム商品券
の発⾏

令和４年４月28日時点

別紙2

Administrator
長方形


